
























要約:平成 9年 4月から市町村が母子保健事業を実施主体として開始するにあたり、  「基

本的な母子保健サービスが市町村に委譲されるのに伴い、今後保健所はどのような母子保

健活動を展開すべきか」について検討を行った。

  「育児不安、負担感の増大とこころの健康への対応」、「小児期からの健康習慣づくり」、

「職場等での母性保護」、「障害児、慢性疾患児への療育と自立の支援」、「多様で利用しや

すい健康及び保育サービスへの期待」等の新しい母子保健二一ズに対応できる母子保健活

動を推進しなければならない。そのためには、市町村が自分たちの町の母子保健はいかに

あるべきかという目標を定め、それらを実現する条件づくりを行う必要かある。その実現

方策を、(1)当事者自体か行うこと、(2)民間サービスを活用すること、(3)行政自体か直

接行うこと等、どの事業をどのように行うことが適切かを十分考慮して計画する必要があ

る。

 市町村は、計画段階から住民の参加を得て検討する機会や意見聴取のシステムを用意す

る必要がある。また保健指導から学習、母子の交流の場づくり等の方法を母子保健活動の

中心にすえることによって、住民参加の具体化を図ることができる。また、かかりつけ医

師や地域助産婦の活用など、母子保健ニーズの変化を踏まえて、公的部門の直接サービス

と民間サービスの適切な役割と機能分担を地域ごとに検討する必要かある。

 保健所は、医療圏や管轄圏域の母子保健活動の戦略拠点として、母子保健活動の計画、

実行、評価および住民二一ズに対応する施策づくりを組織的にかつ計画的に継続して行え

るよう、市町村を専門的、広域的行政機関として支援する必要がある。

 また、保健所は広域的、専門的な母子保健活動、市町村と保健所が共同して実施するこ

とが効果的な事業を実施することが必要である。身近かな母子保健サービスは市町村の自

主性に任せ、保健所は広域の事業や活動を如何にすべきか、複数市町村の調整や医療機関、

療育等専門施設などの関係機関の参加促進、調整を重点とすべきと考えられる。その活動

の方向として、(1)母子保健活動の計画づくり、システム化、(2)関係職員研修等市町村の

支援、(3)新しい母子保健活動の技術開発、モデル事業の実施を充実する必要がある。

 母子保健活動を進める政策的方法として、母子保健計画の策定、実施、評価のシステム

化、それを実行する職員の研修、住民の参加システムの具体化を図る必要があり、保健所

が先導的役割を果たすことが重要である。


